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○川田龍平君　みんなの党の川田龍平です。

　高齢者雇用安定法は衆議院で修正議決されましたが、修正によって当初の政府案とどう違う結

果が生まれると考えているのか、まずお伺いいたします。

　修正することによってどの程度継続雇用がなされなくなると見ているのでしょうか、また、修正に

よって事業者にとってメリットがどれくらいあると見ているのか、逆からいえば、修正しないことで企

業経営にどれくらいデメリットがあると考えておられるのかについても併せて岡本先生にお願いい

たします。

○衆議院議員（岡本充功君）　今回、法案の修正を提出をさせていただきましたが、基本的に、修

正案では、そもそも労使協定によって継続雇用制度の対象者を限定できる対象者基準が廃止さ

れることから、継続雇用制度は希望者全員を対象とすることが基本だと、こういうふうに考えていま

す。

　その中で、定年前であっても離職させることができるという就業規則の解雇・退職事由に該当す

る者、こういった者がいるというのもまた一方で事実でありまして、修正案では、このような限定的な

例外を含めて、企業現場の取扱いについて労使双方に分かりやすく示すために高齢者雇用確保

措置の実施及び運用に関する指針の根拠を定めると、こういうことにしたものでありまして、このよう

に、修正案においても継続雇用制度が希望者全員を対象とすることが基本になるという点は変わ

りません。修正案によって継続雇用の範囲が狭まるものではありませんし、当然、この法案の修正

によって先生御指摘のような影響は出ないと。

　また、メリット、デメリットということでありますけれども、先ほどお話をしましたように、労使双方に分

かりやすく示すということでありまして、双方にとってメリットがあると思っています。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

○川田龍平君　次に、そもそも六十歳以上の方々の暮らし方、生き方全体から考えて、就業や年

金の在り方も含め、どうあるべきかというビジョンがあればお示しいただけますでしょうか。岡本議員、

そして加藤議員にお願いいたします。

○衆議院議員（岡本充功君）　民主党の党内においては、例えば二〇〇九年のマニフェストのイ

ンデックスの中で、若者や女性、高齢者、障害者、生活保護者等への就労支援、こういったものを

書いた二〇〇七年我々が提出した雇用基本法案、こういったものを紹介し、高齢者雇用の促進、

そしてまた働く意欲のある高齢者などを雇用していこうと、こういう雇用機会を増やしていくというよ

うなことを提起はさせていただいています。

　いずれにしても、それぞれのライフスタイル、考え方があると思いますので、働きたい方が働ける

環境をつくっていくということは重要ではないかというふうに考えています。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

○衆議院議員（加藤勝信君）　自由民主党として、そもそも自助自立を基本に共助、公助を組み

合わせていくと、こういう基本的な考え方でありますから、働く意欲、能力のある方々が生涯頑張っ

て働いていただくというのを当然我々は応援をしていくと、こういう立場でございまして、そういう観

点からも、今回の修正案を含めた法案というのは、一つ、その一歩だというふうに考えております。

　また、年金については、仕事からリタイアというか離れる時期と年金をもらう時期、これをうまく接

続していくというのは当然考えていかなきゃいけないということとともに、現行在職老齢年金制度と



いうのがありますけれども、これから高齢者の方々のライフスタイルあるいは考え方もまちまちであ

りますから、年金をいつの時期からもらうのか、あるいはどういうふうにもらっていくのかということも

含めて、これは財源等の問題はもちろんありますけれども、その辺を弾力的に考えていくというよう

なことも年金制度の中で考えていってもいいんではないかなと、かようにも考えております。

○田村智子君　そもそも、解雇事由に相当するような労働者が定年まで働いているということ自体

がなかなかに想定しかねる事態なんですね。

　修正提案者にお聞きします。

　なぜ希望者全員の継続雇用に対してわざわざ想定も困難なような場合を考慮して例外規定を

置くことが必要だったんですか。

○衆議院議員（岡本充功君）　まず大前提として、新たな例外規定をこれ作っているわけではない、

設けているわけではありません。

　今回、修正案では、政府の労政審の建議で、労使協定による対象者基準は廃止することが適当

であること、それから就業規則における解雇事由又は退職事由に該当する者について継続雇用

の対象外とすることもできるとすることが適当であること、また対象者基準廃止後の継続雇用制度

の円滑な運用に資するよう、企業現場の取扱いについて労使双方に分かりやすく示すことが適当

とされていて、この分かりやすく示すことが適当だということを踏まえ、今回の修正案を提出をさせ

ていただいたと、こういうことでありますので、御理解をいただきたいと思います。


